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○学校給食センター 

 

１ 学校給食センターの概要 

区    分  総合給食センター 

位    置  北海道白糠郡白糠町和天別１３９番地６ 

構造及び面積  建築主体 鉄筋コンクリート造１，３３８.９８㎡ 

能    力  供給給食１日  １，５００食 

公 用 開 始  平成１２年  ４月  １日 

工 

期 

着  工 

完  成 

 平成１１年  ５月２１日 

 平成１２年  ３月  ６日 

施

工 

業

者 

建 築 主 体 工 事 

建 具 工 事 

空調暖房設備工事 

給排水衛生設備工事 

電 気 設 備 工 事 

附 属 棟 工 事 

外 構 工 事 

工 事 管 理 委 託 

備 品 購 入 

 山根・八百坂特定建設工事共同企業体 

 白糠建具・さかえ建具特定建設工事共同企業体 

 池田煖房工業株式会社 

 太平洋・山田特定建設共同企業体 

 北電・清水・関特定建設共同企業体 

 株式会社大村建設 

 道歴工業株式会社 

 株式会社久米設計 

 日本調理器株式会社 

工

事

費 

施 設 

設 備（備品） 

        ８７５，０８７，０００円 

        １７７，９７５，０００円 

計 １，０５３，０６２，０００円 

財

源 

内

訳 

地域政策補助金           ９０，０００，０００円 

起 

債 

過疎対策事業債 ７３４，８００，０００円 

学校給食施設整備事業債 １４９，８００，０００円 

一般財源 ７８，４６２，０００円 

計 １，０５３，０６２，０００円 

備品(食缶､食器篭等) １５，５７１，５００円 

合 計 １，０６８，６３３，５００円 
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２ 学校給食センター運営審議会（令和７年６月、令和８年２月開催） 

教育委員会からの学校給食に関する基本的な事項の諮問に対する答申やセンタ 

ーの実施運営に関する事項の審議をする。１０名以内の委員で組織される。 

（令和８年３月現在） 

区   分 氏   名 
任      期 

備考 
任命年月日 満了年月日 

白糠町女性団体 

連絡協議会会長 
池 田 昭 子 令和６年５月１日 令和８年４月 30 日 会 長 

白糠町 PTA 連合会 

会長 
馬 場 雅 昭 令和６年５月１日 令和８年４月 30 日 副会長 

白糠町 PTA 連合会 

副会長 
西   俊 介 令和６年５月１日 令和８年４月 30 日  

白糠学園校長 蠣 崎 浩 一 令和７年５月１日 令和８年４月 30 日    

庶路学園校長 大 西 展 史 令和６年５月１日 令和８年４月 30 日   

茶路小中学校校長 伊 藤 善 一 令和６年５月１日 令和８年４月 30 日   

白糠高等学校校長 福 田 敏 憲 令和７年５月１日 令和８年４月 30 日  

※日額報酬 8,600 円 

 

 

３ 令和７年度学校給食実施計画 

（１）  学校給食の趣旨 

食生活を取り巻く社会環境が大きく変化し、多様化が進む中、栄養摂取の偏

りや朝食をとらない子供の食生活の乱れが指摘されています。 

児童・生徒が健康の保持と体力の向上のために栄養や食事のとり方につい

て、正しい知識を身に付け、生涯にわたって健康な生活を送るために「食育」

をさらに推進しなければなりません。 

本町では、ふるさと白糠の新鮮な恵みを使用して、生産や産業に携わる人の

努力、また自然や食文化について身近に実感し、食への感謝の気持ちを抱ける

よう「生きた教材」として「ふるさと給食」が活用されるように取り組みま

す。 

また、町の子育て支援策として、本年度も学校給食費の無料化を実施しま

す。 
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（２） 学校給食の目標 

学校給食法第２条では、食育を観点とした７つの目標が掲げられており、

給食が生きた教材として効果的に活用されるよう努めます。 

学校給食法（昭和29 年 6 月 3 日法律第160 号） 〔改正：平成 21 年 4 月施行〕  

（学校給食の目標） 

第２条 学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を

実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。  

 １ 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

 ２ 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことが

できる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

 ３ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

 ４ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生

命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

 ５ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解

を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

 ６ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

 ７ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

（３） 年間給食日数  

白糠学園、茶路小中学校、庶路学園の年間給食日数は２１０日とします。

白糠高校の年間給食日数は１９５日とします。 

 

（４） 給食の献立（主食） 

  献立は、１週間を１単位として編成します。 

  ○ 米飯給食 月曜日・火曜日（隔週）・木曜日・金曜日 

○ パン給食 水曜日 

○  麺給食    火曜日(隔週) 

 

（５） 給食食材の使用指針 

  食材の調達は、白糠町財務会計規則第８章の規定により取扱いをし、遺伝

子組換え食品、虚偽表示などを念頭に、安全な食品、食材の確保に留意し、

可能な限り地場産品の調達に努めます。 

 

（６） 給食調理指針 

  文部科学省が定める「学校給食実施基準」及び「学校給食衛生管理基準」

（平成２１年４月１日設定）を遵守し、外部委託業者と連携し、危機管理・

衛生管理に十分配慮し調理します。 

 

（７） ふるさと給食等の推進   

本町の豊富な地場産物を積極的に学校給食に取り入れ、食材を通じ、地域

の自然や文化、産業、生産に携わる方々への感謝の気持ちなど、郷土白糠へ

の愛着や理解が深められるよう、年間を通した「ふるさと給食」を推進しま

す。 

また、令和７年度もふるさと納税の返戻品を使用した給食の提供をすると
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ともに、「ふるさと給食週間」の取組みを継続し、四季や歳時が感じられる献

立づくりに努めます。 

ふるさと給食にかかわる新たな取り組みといたしまして、「全国学校給食甲

子園」へ参加いたします。この大会は、全国の学校給食で提供されている郷

土を代表する料理を競う大会を通じ、食育を啓発することと地産地消の奨励

を目的として開催されておりますことから、白糠町のふるさと給食について

広く関心を持ってもらえるよう取り組んでまいります。 

 

（８） 環境を考慮した食育の推進 

    近年、持続可能な社会を目指し意識や行動を変容していくこと、中でも環

境について考慮していくことが求められております。 

   給食の提供におきましても、残食による環境負荷の問題が生じております

ことから、栄養教諭を中心とした食育を通じて残食を減らし、環境負荷の減

少に努めてまいります。 

 

（９）  食物アレルギーへの対応 

文部科学省が示す「学校給食における食物アレルギー対応指針」に基づく「

学校における食物アレルギー対応の手引」により、学校・家庭・医療機関等が

連携し、適切に対応してまいります。  

また、毎月発行する｢給食だより｣にて使用するアレルギー食品を周知する

ことにより、安心・安全を確保してまいります。 

 

（10）学校給食費（過年度分）の徴収 

 給食費の滞納者に対しては、個別に具体的な対応を講ずることにより、引

き続き収納率の向上に努めます。 

 

４ 令和７年度の給食費の額 

区   分 
学校給食費 

（１食） 

試食会給食費 

（１食） 

小 学 生 ３００円 ３００円 

中 学 生 ３４８円 ３４８円 

高 校 生 ２９０円 ― 

※高校生は牛乳を除いた費用  

 

Ａ 精米価格 

  給食用精米は、北海道産米 100％「ななつぼし」を釧路丹頂農業協同組合より見

積書を徴して購入いたします。 
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  令和７年度価格については、釧路丹頂農業協同組合の価格、１㎏ 538 円 90 銭に

て算出いたしました。 

  小学生  １食当たり( ８２ｇ使用) 

   538 円 90 銭×0.082 ㎏ ＝ ４４円１９銭 (前年２９円６７銭) 

中学生  １食当たり(１００ｇ使用) 

   538 円 90 銭×0.100 ㎏ ＝ ５３円８９銭 (前年３６円１８銭) 

  

Ｂ 牛乳価格  

  牛乳価格については、 

    ２００ｃｃ １本     ５７円９１銭 となります。 

 

Ｃ パン価格 

   小学生１食当たり     ７０円８６銭 （前年３６円６２銭） 

   中学生１食当たり     ８１円５１銭 （前年３８円３７銭) 

 

Ｄ 麺価格 

   小学生１食当たり平均  ８２円６６銭 （前年７７円６６銭） 

      中学生１食当たり平均 １００円５０銭 （前年９３円００銭） 

                          

Ｅ 令和７年度副食費算出内訳 

 

(文部科学省通達の食品構成基準に基づき、令和６年の価格にて算出) 

食 品 群 

小学生 中学生 

(米飯・パン・麺) (米飯・パン・麺) 

使用量(ｇ) 金額(円) 使用量(ｇ) 金額(円) 

小麦粉及びその製品   7.5 3.95   9.0     4.74 
豆 類   1.6 1.11   1.9     1.32 
豆製品類   17.6 6.25   21.1     7.50 
野菜類  128.0 61.81  154.0    74.36 
果実類   8.1 12.62   9.7     15.11 
藻 類   1.3 3.21   1.6     3.94 
魚介類   13.8 20.53   16.6    24.70 
肉 類   34.1 53.47   40.9    64.13 
卵 類   6.3 3.12   7.6     3.76 
乳 類   9.9 6.38   11.9     7.67 
調味料類   31.1 16.27   37.6    19.66 

令和７年度 副食費供給価格  188.72     226.89 
 

Ｆ １食当たりの給食費の算出 

  小学生  米 飯  ４４円１９銭× ７回＝  ３０９円３３銭 

牛 乳  ５７円９１銭×１０回＝  ５７９円１０銭 

       パ ン  ７０円８６銭× ２回＝  １４１円７２銭 
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        麺   ８２円６６銭× １回＝   ８２円６６銭 

       副食費 １８８円７２銭×１０回＝ １,８８７円２０銭 

                     計  ３,０００円０１銭 

１食当たり  ３，０００円０１銭÷１０回 ＝  ３００円００銭 

                 

中学生  米 飯  ５３円８９銭× ７回＝  ３７７円２３銭 

牛 乳  ５７円９１銭×１０回＝  ５７９円１０銭 

     パ ン  ８１円５１銭× ２回＝  １６３円０２銭 

      麺  １００円５０銭× １回＝  １００円５０銭 

     副食費 ２２６円８９銭×１０回＝ ２,２６８円９０銭 

                    計  ３,４８８円７５銭 

１食当たり   ３，４８８円７５銭÷１０回 ＝   ３４８円８７銭 

 

高校生  米 飯  ５３円８９銭× ７回＝  ３７７円２３銭 

        パ ン  ８１円５１銭× ２回＝  １６３円０２銭 

      麺  １００円５０銭× １回＝  １００円５０銭 

     副食費 ２２６円８９銭×１０回＝ ２,２６８円９０銭 

                      計  ２,９０９円６５銭 

１食当たり    ２, ９０９円６５銭÷１０回 ＝  ２９０円９６銭 

 

Ｇ 年間給食費 

  給食日数を 小学生・中学生は２１０日、高校生は１９５日とする。 

  小学生  ６３，０００円 

  中学生  ７３，０８０円 

  高校生  ５６，５５０円 

 

５ 過年度分学校給食費収納状況 

調 定 額 不納欠損処分額 収入額 収入未済額 収 納 率 

3,214,809 円 2,824,617 円  0 円 390,192 円 0.0％  

収入の内訳 

項   目 世 帯 数 金  額 備  考 

分割納付中世帯収入額 0 世帯 0 円  

その他世帯収入額 10 世帯 0 円  

 

６ 学校給食連絡協議会 

学校給食センターと学校との連携の強化を図り､より良い給食の充実を期し、児

童･生徒の心身の健全な発達に寄与する事を目的とする。 

給食供給学校の校長及び給食指導教員、給食センターの職員をもって組織され

任期は１年間。 
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７ 給食の献立（主食） 

（１） 学校給食の概要 

１週間単位で献立を編成 

・ 米飯給食 月曜日・火曜日(隔週)・水曜日・金曜日 

・ パン給食 木曜日 

・  麺給食    火曜日(隔週) 

・  通年を通した地場産野菜の活用 

・ 地場産品を利用したふるさと給食週間の実施 

・ 季節感、歳時を取り入れた行事食の実施 

 

（２） 米飯給食について 

①実施回数 

・週３.５回 センター炊飯（月曜日・火曜日(隔週)・水曜日・金曜日） 

・年間  １３９回 

②米の使用量 

・小学生８２ｇ  ・中学生１００ｇ 

 

（３）  麺給食について 

① 実施回数 

・火曜日（隔週）・年間 ２２回 

② 麺の使用量 

区   分 
小 学 生 中高生 

１年～２年 ３年～４年 ５年～６年 全クラス 

ゆであがり量 １６０ｇ １８０ｇ ２００g ２３０g 

 

（４）  パン給食について 

① パン給食の実施回数 

・木曜日・年間 ３９回 

② 粉の使用量 

区   分 
小 学 生 中高生 

１年～２年 ３年～４年 ５年～６年 全クラス 

粉の分量 ３０ｇ ４０ｇ ５０g ６０g 

 

（５） ふるさと給食の実施について 

給食センターでは、年間を通して、地元の食材を使用した献立に取り組ん

でいるところです。 

 例年実施している「ふるさと給食週間」については、１１月１７日から２

１日までの間で実施しました。 

海の幸として、「つぶたこチャンポンラーメン」、「エンペラーサーモン」、

「毛ガニのてっぽう汁」、「たこめし」。 

山の幸として、「チーズカレー」、「しそホイップヨーグルト」、「かぼちゃ

チーズシチュー」。 

また、白糠野菜生産組合より、人参・ごぼう・大根・長ねぎ・かぼちゃ・
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しそなど新鮮な野菜を購入して献立にとりいれました。 

 

８ 給食供給人員（令和７年５月１日現在） 

学 校 別 学校等数 児童・生徒数 教職員数 合 計 

小  学  校 １校 ８人 １２人 ２０人 

中  学  校 １校 ８人 ８人 １６人 

義務教育学校 ２校 ３１０人 ８０人 ３９０人 

高 等 学 校 １校 ６１人 ２１人 ８２人 

給食センター １施設 ―  １２人 １２人 

計 ５校､１施設 ３８７人 １３３人 ５２０人 

 

９ 給食の調理 

白糠町学校給食センターの給食業務は、白糠町内の町立の小学校及び中学校に

在籍する児童及び生徒の心身の健全な発達の促進と栄養改善の一環であることを

認識の上、給食業務を行う。 

方 式 民間委託 

委 託 先 (株)共立ソリューションズ 

住 所 東京都中央区築地２丁目１２番１０号 

委 託 開 始 平成 26 年 4 月 1 日 

調理従事者数 11 名 

 

10 給食の供給運搬 

  業務内容は、調理した食品及び食器類を格納したコンテナー又は搬送箱を、配

送車（コンテナーカー）に積載し、学校給食センターから指定する時間内に学校

等へ配送し、給食後使用済みの食器を格納したコンテナー又は搬送箱を回収する。 

方 式 民間委託 

委 託 先 株式会社 三州 

住 所 白糠町和天別 1852 番地 12 

委 託 開 始 昭和 61 年 11 月 1 日 

車 両 数 ４トン車-２台､２トン車-１台（予備） 

 

11 給食試食会の開催 

（１）事 業 名 給食試食会（１回目） 

 目  的 本町の学校給食を町民に試食してもらい給食に関する理解を深め

てもらう。 

   期  日 令和７年 11 月 19 日（水） 

     参 加 者 16 名 

   メニュー ごはん、白糠沖産毛ガニのてっぽう汁、エンペラーサーモン、 

        味噌きんぴら、牛乳 

 

（２）事 業 名 給食試食会（２回目） 

   期  日 令和７年 12 月 19 日（金） 
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     参 加 者 12 名 

   メニュー ほたてごはん、味噌汁、千種焼き、ブロッコリーのおかかマヨ、 

        牛乳 

 

（３）事 業 名 給食試食会（３回目） 

   期  日 令和８年２月 19 日（木） 

     参 加 者 13 名 

   メニュー 麦ごはん、チーズカレー、ブルーベリーヨーグルトクリーム、 

        牛乳 


